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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第 1項及び第 14条第２項に基づく届出の基準等について」 新旧対照表 
新 旧 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～４（略） 

 

第５ 四類感染症 

 １～２２ （略） 

 

 ２３ 鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。） 

（１）定義 

トリに対して感染性を示すＡ型インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ

９亜型を除く。）のヒトへの感染症である。 

（２）臨床的特徴 

鳥インフルエンザウイルスに感染した家禽などからヒトへウイルスが感染す

ることがごくまれに起こる。Ｈ５、Ｈ７、Ｈ９亜型ウイルスのヒトへの感染が報

告されており、１９９７年の香港でのＡ／Ｈ５Ｎ１、２００３年オランダでのＡ

／Ｈ７Ｎ７による事例では、ヒトからヒトへの感染伝播も起こったと報告されて

いる。 

鳥インフルエンザウイルスのＨ５、Ｈ７亜型の感染例では、潜伏期間は通常の

インフルエンザと同じく１～３日と考えられており、症状は突然の高熱、咳など

の呼吸器症状の他、下痢、重篤な肺炎、多臓器不全などの全身症状を引き起こす

重症例もある。 

Ａ／Ｈ７Ｎ７亜型ウイルスの感染では結膜炎を起こした例が多い。 

香港などで数例報告されているＡ／Ｈ９Ｎ２亜型ウイルスによる感染では、発

熱、咳等の通常のインフルエンザ様症状を呈したと報告されている。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鳥

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）が疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥イ

ンフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）患者と診断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～４（略） 

 

第５ 四類感染症 

 １～２２ （略） 

 

 ２３ 鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。） 

（１）定義 

トリに対して感染性を示すＡ型インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１亜型を除

く。）のヒトへの感染症である。 

（２）臨床的特徴 

鳥インフルエンザウイルスに感染した家禽などからヒトへウイルスが感染す

ることがごくまれに起こる。Ｈ５、Ｈ７、Ｈ９亜型ウイルスのヒトへの感染が報

告されており、１９９７年の香港でのＡ／Ｈ５Ｎ１、２００３年オランダでのＡ

／Ｈ７Ｎ７による事例では、ヒトからヒトへの感染伝播も起こったと報告されて

いる。 

鳥インフルエンザウイルスのＨ５、Ｈ７亜型の感染例では、潜伏期間は通常の

インフルエンザと同じく１～３日と考えられており、症状は突然の高熱、咳など

の呼吸器症状の他、下痢、重篤な肺炎、多臓器不全などの全身症状を引き起こす

重症例もある。 

Ａ／Ｈ７Ｎ７亜型ウイルスの感染では結膜炎を起こした例が多い。 

香港などで数例報告されているＡ／Ｈ９Ｎ２亜型ウイルスによる感染では、発

熱、咳等の通常のインフルエンザ様症状を呈したと報告されている。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鳥

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）が疑われ、かつ、

次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ

（Ｈ５Ｎ１）を除く。）患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定に

よる届出を直ちに行わなければならない。 
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この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄

に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及

びＨ７Ｎ９）を除く。）の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２

条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、

鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥

インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）により死亡したと判断し

た場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥

インフルエンザにより（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）

死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、肺胞洗浄液、

剖検材料、鼻腔吸引液、

鼻腔拭い液 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の

遺伝子の検出 

中和試験による抗体の検出 血清 

 

 

 

 

 

 
 

 ２４～４３ （略） 

 

第６ 五類感染症（略） 

 

 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄

に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）

を除く。）の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規

定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、

鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）が疑われ、かつ、

次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ

（Ｈ５Ｎ１）を除く。）により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１

項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥

インフルエンザにより（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）死亡したと疑

われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければな

らない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、肺胞洗浄液、

剖検材料、鼻腔吸引液、

鼻腔拭い液 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の

遺伝子の検出 

中和試験による抗体の検出 血清 

 

 

 

 

 

 
 

 ２４～４３ （略） 

 

第６ 五類感染症（略） 
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第７ 指定感染症 

（１）定義 

鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）ウイルスのヒトへの感染による急性疾患

である。 

（２）臨床的特徴 

臨床的特徴に係る情報は限定的であるが、高熱と急性呼吸器症状を特徴と

する。下気道症状を併発し、重症の肺炎が見られることがある。呼吸不全が

進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急速に急性

呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の症状を呈する。二次感染、脳症、横紋筋融解

症に進展した報告がある。 

海外からの情報によると、発症から死亡までの中央値は１１日（四分位範

囲７～２０日）であり、進行性の呼吸不全等による死亡が多い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者のうち、３８℃以上の発熱及び急

性呼吸器症状がある者を診察した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）と診断した場合には、法第１２

条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 喀痰、鼻腔吸引液、鼻腔

拭い液、咽頭拭い液、気

道吸引液、肺胞洗浄液、

剖検材料 

分離・同定による病原体の検出 

 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）の無症状病原体

保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

 

（新規） 
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検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 喀痰、鼻腔吸引液、鼻腔

拭い液、咽頭拭い液、気

道吸引液、肺胞洗浄液、

剖検材料 

分離・同定による病原体の検出 

 

ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者のうち、３８℃以上の発熱及び急

性呼吸器症状のある者を診察した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、Ｈ７亜型が検出された場合には、法第１２条第１項の規定によ

る届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 喀痰、鼻腔吸引液、鼻腔

拭い液、咽頭拭い液、気

道吸引液、肺胞洗浄液、

剖検材料 

分離・同定による病原体の検出 

 

エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、

渡航歴、接触歴等から、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）が疑われ、かつ、次

の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）により

死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに

行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 喀痰、鼻腔吸引液、鼻腔

拭い液、咽頭拭い液、気

道吸引液、肺胞洗浄液、

剖検材料 

分離・同定による病原体の検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 

 

 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、

渡航歴、接触歴等から、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）により死亡したと疑

われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければ

ならない。 

 

第８ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（略） 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 

別記様式１～３（略） 
別記様式４－１～４－２２（略） 
別記様式４－２３ 

 

別記様式１～３（略） 
別記様式４－１～４－２２（略） 
別記様式４－２３ 

 



別記様式４－２４～４－４３（略） 
別記様式５（略） 
別記様式６－１ 

 

別記様式４－２４～４－４３（略） 
別記様式５（略） 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式７（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別記様式７（略） 
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